


第１章 計画策定の趣旨（本編P1～P6）

① 人口減少・少子高齢化の更なる進展

対応の

必要性

◆将来的な人口減少期における良好な住環境の維持が必要
◆人口減少社会への転換や少子高齢化の更なる進展を見据え、コミュニティ

のあり方や立地の適正化によるコンパクトで効率的なまちづくり、広域的

観点に基づいた施設の適正配置等の検討が必要
◆誰もが安全・安心に暮らし続けることができるよう、医療や商業などの生

活サービスを維持するための取組が必要

② 自然災害リスクの高まり

対応の

必要性

◆今後の災害リスクに対応するため、これまでに発生した風水害や地震等の
教訓を踏まえた対策を講じることが必要

◆災害時の被害軽減・復旧・復興の早期実現に向け、自助・共助（互助）・
公助の視点から地域防災力の強化を図ることが必要

１ 本市の現状

（１）位置・地形

・本市は、首都圏の中心部
に位置し、羽田空港や品
川駅・新横浜駅と近接し
ており、都心部にアクセ
スしやすいなど、利便性
が高くなっています。

・また、本市は臨海部の埋
立地、多摩川沿いに広が
る低地部、市域の北西部
に広がる丘陵部の3つの
地形に大きく分かれてい
ます。
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・本計画は、都市計画マスター
プランの一部としてみなされ
ます。

・また、「川崎市総合計画」や
「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」と整合を図
る必要があります。

・対象範囲は市全域とします。
・概ね20年を計画期間とし、
計画策定後は概ね5年ごとに
評価を行い、必要に応じて計
画の見直しを行います。

・将来的な人口減少や少子高齢化の更なる進展、自然災害の激甚化・頻発化を
踏まえ、都市計画マスタープランで示す土地利用や都市構造の考え方に基づ
き、居住や都市機能を誘導する区域、誘導施策及び防災・減災対策の取組を
位置づけることで、市民等と行政の協働による持続可能かつ安全・安心なま
ちづくりをめざすために策定を行います。

１ 計画策定の目的

２ 計画の位置づけ

第２章 まちの現状・課題（本編P7～P37）

＜将来人口及び高齢化率の推移＞

（２）人口

・総人口は令和12(2030) 年頃にピークを迎え、令和27(2045)年以降の減少
が顕著となっています。

（４）都市交通
・鉄道は、都心から放射状に広がり市内を横断する路線と市内や地域を縦断す

る路線により形成されており、路線バスは、ターミナル駅などへのアクセス
を中心に市内各地や近隣都市に広がる路線により形成されています。

（３）主な都市機能
・現状では、商業機能及び医療機能等が市全域に広く分布しています。

（５）主な災害想定

・多摩川沿いを中心に広く洪水浸水が想定されていますが、洪水浸水想定の
計画規模降雨（発生確率年：多摩川約1/200、鶴見川約1/150）が生じた際
に2階以上が浸水するおそれがあるエリアは川崎駅や等々力緑地周辺など限
定的です。

・丘陵地では土砂災害特別警戒区域が多数存在します。

・地震による火災延焼や建物被害など、災害危険度の高い地域が存在します。

２ 本市の現状を踏まえた課題

・人口密度は概ね100人/ha以上のエリ
アが多く、令和27(2045)年において
も大きく変化しない見込みです。

・高齢化率は一貫して上昇傾向にあり、
令和27(2045)年に約30％に到達す
る見込みです。

＜計画体系＞

＜位置＞

＜将来人口推計（市独自推計）＞

・現状や計画策定の目的などを踏まえ、次のとおり課題を設定します。

出典：川崎市都市計画マスタープラン 全体構想(平成29(2017)年3月） 1

出典：川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計



第３章 立地適正化の基本方針（本編P39～P44）

都市計画マスタープランにおける都市づくりの基本理念

第４章 居住促進（本編P45～P59）

まちづくりの方針 施策の方針

【居住促進】
持続可能で、誰もが暮らし
やすい住環境の維持・改善

・日常の暮らしを支える都市機能が立地可能な環境の整備
・地域交通環境の向上やこれらと連携した居住地の維持に向けた取

組の促進
・快適に住み続けられる住環境の整備

【都市機能誘導】
地域特性やポテンシャルを
活かした、都市の魅力や活
力を高めるまちの形成

・高次都市機能の集積や、拠点における防災性向上に資する都市機
能の誘導

・歩きやすく居心地の良い駅前空間づくりなど、魅力のあるまちづ
くりの推進

・首都圏や本市における交通の円滑化や都市機能の向上を図る広域
的な交通網の整備の推進

【防災指針】
自然災害の被害の軽減や迅
速な復旧復興による安心し
て暮らせるまちの形成

・ソフト施策による自然災害リスクの周知など、防災意識向上の推
進や、国・県と連携したハード整備による防災対策の推進

・被災後の質の高い都市の復興を迅速かつ適切に進めるための復興
事前準備の推進

人口動態や自然災害リスクへの対応を踏まえた魅力的で暮らしやすい持続可能なまちづくり

立地適正化の基本方針

本市の現状を踏まえた課題

・都市計画マスタープランの「都市づくりの基本方針」及び「めざす都市構造」を踏
まえ、立地適正化の基本方針を設定します。

・市の人口動態等を踏まえ、積極的な居住の誘導を行うのではなく、市民一人ひとり
の居住地の選択を促すことで、緩やかな居住の促進を図っていく方向性であること
から、都市再生特別措置法で規定される居住誘導について、本市では「居住促進」
とし、区域についても「居住促進区域」の名称で位置づけます。

・また、立地適正化の基本方針を踏まえ、居住促進・都市機能誘導・防災指針の３つ
の分野ごとにまちづくりの方針及び施策の方針を設定します。

【都市計画マスタープランのめざす都市構造】
・広域調和・地域連携型のまちをめざす ・魅力にあふれ、個性ある都市拠点をめざす
・生活行動圏の身近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちをめざす
・広域調和・地域連携のまちを支える交通ネットワークの形成をめざす
・多摩川丘陵の緑地と多摩川・鶴見川水系を骨格にした、緑と水のネットワークを育む
・コンパクトで効率的なまちをめざす

【都市計画マスタープランの都市づくりの基本方針】
・魅力ある都市づくり ・誰もが暮らしやすい都市・住まいづくり
・緑と水の豊かな環境に配慮した都市づくり ・産業の発展を支える都市づくり
・災害に強い都市づくり ・市民が主体となる身近な地域づくり
・人口減少を見据えた持続可能な都市づくり
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居住促進区域の設定

除
外

①市街化調整区域 ②急傾斜地崩壊危険区域※1 ③土砂災害特別警戒区域
④保安林 ⑤農用地区域 ⑥農地・採草放牧地

都市計画区域（川崎市全域）

居住促進区域の対象区域

⑧工業専用地域 ⑨臨港地区

〈居住促進区域の設定フロー〉

都市再生特別措置法により居住促進区域に含まないこととされている区域
除
外

⑦災害危険区域※2

都市計画運用指針により原則として、居住促進区域に含まないこととすべき区域

除
外

都市計画運用指針により慎重に判断をする区域

１ 居住促進区域の設定の考え方

・市全域で人口密度が高く、総人口は令和12（2030）年頃にピークをむかえ、ピーク

後も比較的緩やかな減少傾向をたどることが想定されています。

・また、居住地についても、市全域に広がっている状況です。

・これらを踏まえ、都市再生特別措置法及び都市計画運用指針により、居住促進区域に

含まないこととされている区域を除いた市域の大部分を居住促進区域に設定します。

・将来的な人口減少や少子高齢化の更なる進展を見据え、誰もが安心して暮らし続ける

ことのできるまちづくりを進めます。

・また、将来的な人口動態に対応するため持続可能な居住環境づくりを、地域等におけ

る人口減少や高齢化率の上昇等に応じて、段階的に推進します。

３ 居住促進に係る施策
・市全域で人口密度が高く、20年後も人口が緩やかな減少傾向をたどることが想定

されていることを踏まえ、居住促進の方針である「持続可能で、誰もが暮らしやす

い住環境の維持・改善」の実現に向けた施策を設定し、取組を行うことで居住の促

進を図っていきます。

施策名

・交通安全対策の推進

・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

・地域の生活基盤となる道路等の維持・管理

・高齢者が生きがいを持てる地域づくり

・障害福祉サービスの充実

・誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備

・子育てを社会全体で支える取組の推進

・協働の取組による緑の創出と育成

・魅力ある公園緑地等の整備

・多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進

・魅力にあふれた広域拠点の形成

・個性を活かした地域生活拠点等の整備

・安全で安心して快適に暮らせる計画的な

まちづくりの推進

・広域的な交通網の整備

・市域の交通網の整備

・身近な交通環境の整備

・市バスの輸送サービスの充実 など

２ 居住促進区域の設定（図1）

２ めざすべき都市の骨格構造
・都市計画マスタープランにおけるめざす都市構造や、総合都市交通計画等における鉄道

やバスなどの公共交通ネットワークを踏襲し、広域調和・地域連携型のまちをめざすと
ともに、これらのまちを支える交通ネットワークの形成をめざします。

※1 急傾斜地崩壊危険区域内のうち、土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域が重複している範囲を居住促進区域外とします。

※2 急傾斜地崩壊危険区域と同範囲であり、居住促進区域外とする範囲も※１と同じとします。

①人口減少・少子高齢化の更なる進展 ②自然災害リスクの高まり
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１ 基本方針の設定



川崎駅
周辺地区

小杉駅
周辺地区

溝口駅
周辺地区

新百合ヶ丘駅
周辺地区

新川崎・鹿島田駅
周辺地区

登戸・向ヶ丘遊園駅
周辺地区

鷺沼・宮前平駅
周辺地区

１．居住誘導区域の設定
図1：居住促進区域（本編P53）

・居住促進区域の面積は約10,438haとなっており、市域面積の約72.3％を占めています。
・また、令和2(2020)年時点では市民の約95.5%（1,469,284人）が居住促進区域内に居住しています。
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(=14,435 – 3,997)

広域拠点 地域生活拠点

除外区分 区域名称
計測面積

(ha)

法令

①市街化調整区域※1 1,707

②急傾斜地崩壊危険区域
（土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域
と重複している範囲に限る）

62

③土砂災害特別警戒区域 92

④保安林 1

⑤農用地区域 95

都市計画運
用指針

⑦災害危険区域（住宅建築禁止区域以外）
＝急傾斜地崩壊危険区域

62

⑧工業専用地域 1,780

⑨臨港地区 2,056

居住促進区域外※2 3997

【参考】居住促進区域 10,438

区域名称 面積(ha)

市域面積 14,435

市街化調整区域 1,707

市街化区域 12,728

※急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害（特別）警戒区域、保安林、農用地区域又は災害危険区域について、区域の変更
が生じた場合には、本計画とも整合を図ります。

※土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域（土砂災害特別警戒区域又は土砂災害警戒区域が重複する箇所に
限る）の指定により居住促進区域外となる箇所はこの図に表示していません。

※居住促進区域は、現状の用途地域や自然災害リスクなどを踏まえて設定していますが、今後の社会やまちづくりの
動向の変化にあわせて、必要に応じて見直しを図ります。

※1 ①市街化調整区域には、⑥農地・
採草放牧地を含みます。

※2 重複しているエリアがあるため、
①から⑨の面積合計と居住促進区
域外の面積は異なります。
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第５章 都市機能誘導（本編P61～P73）

川崎市立地適正化計画【概要版】

１ 都市機能誘導区域・誘導施設の設定の考え方

・本市では、主要な都市機能が広範囲にわたり立地しており、市全域において
生活利便性が高い状況となっています。

・そのため、本市では将来的な人口減少や少子高齢化の更なる進展による都市
の活力低下の防止をめざし、大規模な土地利用転換の契機などを捉え、交通
利便性の高い駅周辺地区等においては、多様なニーズに対応した都市機能の
誘導を図るなどコンパクトで効率的なまちづくりを進めていく必要がありま
す。

・加えて、長期的視点では、将来的な人口減少や少子高齢化の更なる進展に伴
う都市機能の撤退等による利便性の低下が懸念されますが、今後20年間では
大幅な人口密度の低下等が見込まれていないため、既存の都市機能の維持や
機能更新による魅力向上を基本としつつ、今後の再開発の動向などを踏まえ
た都市機能の新たな誘導を推進します。

２ 都市機能誘導区域・誘導施設の設定

（１）都市機能誘導区域の設定（図2）

・既存の都市機能の立地状況や広域からのアクセス性、今後の再開発の状況を
見据え、本市の都市計画マスタープランに位置づけている「広域拠点」、
「地域生活拠点」及び本市の都市再開発の方針に位置づけている「2号再開発
促進地区」、「整備促進地区」をそれぞれ都市機能誘導区域として設定しま
す。

・なお、現計画において、都市機能誘導区域は全て居住促進区域内に定めてい
ます。

都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導区域の設定

既存の都市機能の
立地状況や広域からの

アクセス性

今後の再開発の状況 2号再開発促進地区※1 整備促進地区※２

設
定

◆広域拠点・地域生活拠点の鉄道駅半径800ｍ程度のうち以下の区域
【設定基準】

・商業系用途地域（商業・近隣商業）を設定
※ロードサイド型の商業系用途については区域外とする（商業系用途が一団で設定さ

れている場合は除く）
※また、広域拠点及び地域生活拠点以外の駅商圏の商業系用途は除く
・既存立地の誘導施設を包含して設定
・用途地域で範囲を区切れない場合は、幹線道路などの地形地物で区切って設定

居住促進区域
都市機能誘導区域の対象区域

〈都市機能誘導区域の設定フロー〉

都市機能誘導区域に含める区域①

設
定

◆２号再開発促進地区 ◆整備促進地区

都市機能誘導区域に含める区域②

（２）誘導施設の設定

・本市は市全域に居住地が広がっているため、小規模な商業施設や病院など、居
住者の生活に密着した施設は市全域にあることが望ましいと考えており、また、
都市の衰退を防ぐため、広域的な利用の施設の維持・集積を図る必要があると
考えています。そのため、誘導施設としては、都市機能誘導区域の魅力の維
持・向上に資する広域的な集客が見込める施設を誘導施設として次のとおり設
定します。

誘導施設

大規模商業施設（10,000㎡以上） ホール・劇場

映画館 コンベンション施設

３ 都市機能誘導に係る施策

・主要な都市機能が広範囲にわたり立地しており、市全域において生活利便性が
高い状況であり、20年後も人口が緩やかな減少傾向をたどることが想定されて
いることを踏まえ、都市機能誘導の方針である「地域特性やポテンシャルを活
かした魅力ある拠点等の形成」の実現に向けた施策を設定し、取組を行うこと
で都市機能の誘導を図っていきます。

※１ 「川崎都市計画 都市再開発の方針」に位置づけられている、「計画的に再開発が必要な市街地のうち、
特に一体的かつ総合的に、市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」

※２ 「川崎都市計画 都市再開発の方針」に位置づけられている、「計画的に再開発が必要な市街地の目標の
実現を図る上で、効果が特に大きいと予想される地区、特に早急に再開発を行うことが望ましい地区」

※誘導施設については、民間施設を対象とします。

※大規模商業施設については店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの等の床面積の合計が10,000㎡以上のものを対象と
します。

※必要に応じて、環境、防災、都市機能、都市空間等への配慮に関した誘導を行います。

施策名

・ユニバーサルデザインのまちづくりの

推進(再掲)
・地域の生活基盤となる道路等の維持・

管理(再掲)

・魅力と活力のある商業地域の形成
・魅力にあふれた広域拠点の形成(再掲)

・個性を活かした地域生活拠点等の

整備(再掲)
・安全で安心して快適に暮らせる計画的

なまちづくりの推進(再掲)

・広域的な交通網の整備(再掲)
など

広 域 拠 点

川崎駅周辺地区

小杉駅周辺地区

新百合ヶ丘駅周辺地区

地域生活拠点

新川崎・鹿島田駅周辺地区

溝口駅周辺地区

鷺沼・宮前平駅周辺地区

登戸・向ヶ丘駅周辺地区
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３．都市機能誘導区域及び誘導施設の設定

登戸・向ヶ丘遊園駅
周辺地区

〇商業機能
・大規模商業施設（10,000㎡以上）

〇文化機能
・ホール、劇場
・映画館

〇交流機能
・コンベンション施設

柿生駅

浜川崎駅

大師橋駅

・都市機能誘導区域の面積は約1,282haとなっており、市域面積の約8.9％を占めています。

川崎市立地適正化計画【概要版】

【誘導施設】

※居住促進区域外の臨海部における2号再開発促進地区及び整備促進地区については、今後の土地利用の計画
等を踏まえ、都市機能誘導区域や誘導施設を設定していきます。

※都市機能誘導区域については、現状の用途地域などを踏まえて設定していますが、今後の社会やまちづくり
の動向の変化にあわせて、必要に応じて見直しを図ります。

※現計画において、都市機能誘導区域は全て居住促進区域内に定めています。

臨海部
（概ね東京大師横浜線以東の地域）

東京大師横浜線

★行政計画などに基づき整備される誘導施設とその他の都市機能※が一体的に整備されること等で、都市機能
の集約に資する場合等は、誘導施設として取り扱います。
※「その他の都市機能」については、本編70ページを参照ください。

図2：都市機能誘導区域（本編P67）

※必要に応じて、環境、防災、都市機能、都市空間等への配慮に関した誘導を行います。
※誘導施設については、民間施設を対象とします。

広域拠点 地域生活拠点
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溝口駅
周辺地区

小杉駅
周辺地区

川崎駅
周辺地区

鷺沼・宮前平駅
周辺地区

新川崎・鹿島田駅
周辺地区

新百合ヶ丘駅
周辺地区



４ 防災指針に係る施策

・本市で想定されている様々な自然災害リスクを対象に、防災指針の方針である「自然災
害による被害の軽減や迅速な復旧復興による安心して暮らせるまちの形成」の実現に向
けた施策を設定し、取組を行うことで都市の防災に対する機能の確保を行っていきます。

川崎市立地適正化計画【概要版】

２ 防災・減災

（１）リスク分析の対象となる災害又は被害想定
・災害又は被害想定のうち、区域が示されているものを対象にリスク分析を行います。

種別 災害又は被害想定

水害
①洪水浸水想定区域（計画規模・想定最大規模） ②高潮浸水想定区域
③家屋倒壊等氾濫想定区域（洪水・高潮） ④内水浸水想定区域
⑤津波浸水予測区域

土砂災害 ①土砂災害警戒区域 ②土砂災害特別警戒区域 ③急傾斜地崩壊危険区域

地震 ①建物被害 ②延焼 ③液状化

（２）防災上の課題の整理と自然災害リスクの低減・回避に必要な取組方針（図3～5）
・自然災害リスク毎に分析を行い、その結果を区単位で災害種別に応じた防災上の課題を

整理し、自然災害リスクの低減・回避に必要な取組方針を示します。

（２）都市復興のまちづくりの基本目標と方向性

・本市の総合計画や都市計画マスタープランと整合を図りながら、都市復興のまちづくり
の基本目標と方向性を次のとおり設定します。

３ 復興

（１）対象とする災害

・あらゆる自然災害を対象とします。

第７章 届出制度（本編P151～P157）

（１）居住促進区域に関する届出（都市再生特別措置法第88条）（図1）

〇届出の対象となる行為
・居住促進区域外で以下の行為を行おうとする場合には、原則として市への届

出を義務づけ

〇届出の期日
・開発行為又は建築行為等に着手する日の30日前までに、届出を行う必要があります。

１ 都市再生特別措置法に定める届出制度

〇届出に対する市としての対応
・届出を受けて、居住促進区域外における住宅立地の動向を把握し、既存取組を充実さ
せるための参考とします。

第６章 防災指針（本編P75～P149）

都市復興のまちづくりの基本目標

・安心のふるさとづくり
・力強い産業都市づくり

都市復興のまちづくりの方向性

・災害に強い都市構造の形成をめざす
・安全に避難できるまちをめざす
・自助・共助(互助)・公助による復興まちづくり

（３）復興の取組（図6）
・地震被害想定調査報告書等に基づき、区毎の被害特性から市域を類型化し、市街地特性

を加味した上で、それに対する都市復興対策の方向性を示す等の取組を推進します。

≪開発行為（都市計画法第4条）≫
①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為を

伴う場合
②１戸または２戸の住宅の建築目的の開発

行為で、その規模が1,000㎡以上の場合

（例）3戸の開発行為

届出必要

①の例示 ②の例示

≪建築行為等≫
①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または建築物の用途を
変更して３戸以上の住宅とする場合

（例）3戸の建築行為

届出必要

（例）1戸の建築行為

届出不要

①の例示

届出必要

（例）1,300㎡、1戸の開発行為

施策名

・災害・危機事象に備える対策の推進

・地域の主体的な防災まちづくりの推進

・まち全体の総合的な耐震化の推進

・消防力の総合的な強化

・安全・安心な暮らしを守る河川整備

・地域の生活基盤となる道路等の維持・管理(再掲)

・下水道による良好な循環機能の形成

・地球環境の保全に向けた取組の推進（再掲）

・多摩丘陵の保全（再掲）

・魅力にあふれた広域拠点の形成（再掲）

・個性を活かした地域生活拠点等の整備(再掲)

・安全で安心して快適に暮らせる計画的なまちづ

くりの推進(再掲)

・市域の交通網の整備(再掲)

・安全・安心なまちづくりの推進

など

・また、水害のうち本市でも被害が発生した令和元年東日本台風と同程度の降雨規模で
ある洪水浸水想定区域（計画規模）については、ハード整備で対応するには長期間か
かることから、リスク回避の意識啓発として、垂直避難が困難となることが想定され
る２階床上相当の高さ（浸水深３ｍ以上）のエリア（図7）で、建築物の新築・改築な
どを行う際に市独自の届出を求め、これに対し「避難に関する情報の案内」や「被害
軽減を見込める建築物の助言」などを記載した回答書の提供を行うことで、自然災害
リスクの周知・啓発を行うとともに、浸水被害軽減の配慮を促します。

・近年の自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、防災・減災対策として自然災害リスクの周
知などのソフト対策と河川整備やがけ対策などのハード対策の両面が求められます。

・また、防災・減災対策を行っても大規模な自然災害が発生する可能性があることから、
被災後の復興に向けた事前準備をあわせて行うことにより、被害を受けにくく、被害を
受けたとしても速やかかつ円滑な復興を可能とするため、「防災・減災」と「復興」の
両面を兼ね備えた指針とし、取組を進めていきます。

防災・減災 復興

両面から取組を推進

〈防災指針の連携イメージ〉

・防災指針は都市再生特別措置法において、居住誘導
区域及び都市機能誘導区域を対象としていますが、
計画期間である20年後においても人口が現在より
も増加することが想定されていることから、安全・
安心に住み続けることを基本として、防災指針の対象を市全域とします。
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第７章 届出制度（続き）（本編P151～P157 ） 第８章 目標値・進行管理（本編P159～P163）

（２）都市機能誘導区域に関する届出
（都市再生特別措置法第108条及び第108条の2）（図2）

〇届出の対象となる行為
・以下の行為を行おうとする場合には、原則として市への届出を義務づけ

〇届出の対象となる誘導施設
・大規模商業施設（10,000㎡以上）、ホール・劇場、映画館、
コンベンション施設

〇届出の期日
・開発行為又は建築行為等に着手する日の30日前までに、届出を行う必要

があります。

〇届出に対する市としての対応
・届出を受けて、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備動向や都市機
能誘導区域内に立地している誘導施設の休廃止の動向を把握し、既存取組
を充実させるための参考とします。

２ 防災指針に定める届出（本市独自の取組）（図7）

・本計画第6章の防災指針に示している洪水浸水想定区域（計画規模浸水深３ｍ
以上）のエリアで安全に暮らすことができるように自然災害リスクの周知・
啓発を行うとともに、浸水被害軽減の配慮を促すことを目的として、届出を
求めるものです。

〇対象となる行為
・国土交通省が公表している洪水浸水想定区域(計画規模浸水深３ｍ以上)
のエリアで居住の用に供する開発行為・建築行為等（1戸以上）を行う
場合

〇届出の期日
・開発行為や建築行為等に関する設計に着手する前の段階で、建築物の用

途・階数・間取りや宅盤の高さ等の基本情報について届出を求めます。

〇届出に対する市としての対応
・届出に対して、「避難に関する情報の案内」や「被害の軽減を見込める

建築物の助言」などを記載した回答書を提供します。

立地適正化計画区域（市全域）

居住促進区域

都市機能誘導区域

届出不要

届
出
必
要

届
出
必
要

（例）誘導施設を新規に建築する場合
≪都市機能誘導区域外≫
①誘導施設を有する建築物の建築を目的とする

開発行為を行う場合
②誘導施設を有する建築物を新築する場合
③既存建築物の改築及び建築物の用途変更

をし、誘導施設を有する建築物とする場合

≪都市機能誘導区域内≫
④誘導施設を休止・廃止しようとする場合

１ 目標値

・目標値に設定する指標は、居住促進、都市機能誘導、防災指針の分野ごとに
「まちづくりの方針」の達成に向けた進捗状況を把握するため、次のとおり設
定します。

２ 進行管理
・本計画の計画期間は、概ね20年としていますが、人口動向などの社会状況を

踏まえ、区域や誘導施策を見直す必要があるため、国勢調査や都市計画基礎調
査等の各種データの活用などにより都市の動向を捉え、概ね５年ごとに計画の
見直しの検討を行います。

・また、上位計画である「川崎市総合計画（基本計画）」や「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」、「都市計画マスタープラン」等の改定が行われた
場合には、これにあわせ機動的に見直しの検討を行います。

※目標値に設定する指標は今後、総合計画の改定や国の指標設定等の考え方の公表にあわ
せて、機動的に見直しの検討を行います。

まちづくり
の方針

指標
現状値

（評価年度）
目標値

(R27年度)

①居住促進に係る目標値

持続可能で、
誰もが暮らし
やすい住環境
の維持・改善

居住促進区域内人口の総人口に対する割合 95.5％（R2） 95.6％

地域の生活環境を総合的に見た場合、今住
んでいる地域に満足している市民の割合

80.8％（R5） 現状値以上

②都市機能誘導に係る目標値

地域特性やポ
テンシャルを
活かし、都市
の魅力や活力
を高めるまち
の形成

都市機能誘導区域内誘導施設の総誘導施設
数に対する割合

93.3％（R5） 現状値以上

市内の広域拠点駅の周辺に魅力や活気があ
ると思う市民の割合

75.0％（R5） 80.0％

住まいの区にある地域生活拠点駅の周辺に
魅力や活気があると思う市民の割合

48.8％（R5） 62.5％

③防災指針に係る目標値

自然災害の被
害の軽減や、
迅速な復旧復
興による安心
して暮らせる
まちの形成

時間雨量50㎜対応の河川改修率 81.1%（R3） 現状値以上

浸水対策実施率（三沢川、土橋、京町・渡
田、川崎駅東口周辺、大島、観音川地区）

26.4%（R3） 現状値以上

土砂災害特別警戒区域内人口の総人口に対
する割合

0.46%（R2） 0.38％

住宅の耐震化率 96.0％（R3） 現状値以上

災害に強いまちづくりが進んでいると思う
市民の割合

25.0％（R5） 現状値以上
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川崎市立地適正化計画【概要版】

【出典】
洪水浸水想定区域（L1）：「洪水浸水想定区域図」（京浜河川事務所）をもとに作成

（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index070.html）
洪水浸水想定区域（L2）：「洪水浸水想定区域図」（京浜河川事務所）をもとに作成

（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index070.html）
内水浸水想定区域：内水ハザードマップ（川崎市）より引用
氾濫流：「洪水浸水想定区域図」（京浜河川事務所）をもとに川崎市作成

（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index070.html）
河岸浸食：「洪水浸水想定区域図」（京浜河川事務所）をもとに川崎市作成

（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index070.html）
津波浸水予測区域：「津波浸水予測図」（神奈川県）を引用

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/cnt/f532320/p892442.html）
高潮浸水想定区域：「高潮浸水想定区域図」（神奈川県）を引用

(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/takashio/kuikizu.htm)l

図3：水害に係る防災上の課題・取組方針（本編P99）

L1（水色）…計画規模の洪水浸水想定区域
L1（青色）…計画規模の洪水浸水想定区域のうち浸水深３ｍ以上

（市が独自で行う届出の対象区域）
L2 …想定最大規模の洪水浸水区域

※【計画規模】 河川整備の目標の降雨規模（発生確率年 多摩川：約1/200、鶴見川：約1/150）
降雨量：多摩川：457㎜/48h、鶴見川：405㎜/48h

【想定最大規模】 発生確率は極めて低いが、最も大きな被害が想定される降雨規模
降雨量：多摩川：588㎜/48h、鶴見川：792㎜/48h

【方針】災害リスクの低減

災害リスクの回避

災害リスクの低減・回避
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川崎市立地適正化計画【概要版】

※川崎区内に土砂災害（特別）警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域は存在しない。

【出典】
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域：「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の法定図書など」（神奈川県）より引用

（https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/sabo/bousai/keikai/kouji.html）

急傾斜地崩壊危険区域：「神奈川県土砂災害警戒情報システム」（神奈川県）より引用
（https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/php/map.php?mapmode=kuiki）

図4：土砂災害に係る防災上の課題・取組方針（本編P101）

【方針】災害リスクの低減

災害リスクの回避

災害リスクの低減・回避

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が多く立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】多くの建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜多摩区＞

土砂

急傾斜

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が多く立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】多くの建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜高津区＞

土砂

急傾斜

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜幸区＞

土砂

急傾斜

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が多く立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】多くの建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜麻生区＞

土砂

急傾斜

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が多く立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜宮前区＞

土砂

急傾斜

【課題】土砂災害（特別）警戒区域に建物が立地

【方針】避難体制の整備、対策工事等による特別警戒区域の解除、

土砂災害防止法第26条に基づく移転勧告の活用の検討

【課題】建物が立地

【方針】急傾斜地崩壊防止工事の対策等による住宅の被害低減

＜中原区＞

土砂

急傾斜
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川崎市立地適正化計画【概要版】

【出典】延焼クラスター、液状化危険度、建物被害：川崎市地震被害想定調査報告書（平成22（2010）年3月）より引用

図5：地震に係る防災上の課題・取組方針（本編P103）

※道路、水道施設、下水道施設や港湾施設等については、災害時における都市機能の維持と質の高い
復興を可能にするまちをめざし、引き続き既存の取組を進めていきます。

【方針】災害リスクの低減

災害リスクの回避

災害リスクの低減・回避

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

＜麻生区＞

延焼

建物被害 【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が立地

【方針】液状化リスクの周知

＜多摩区＞

延焼

液状化

建物被害

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが広く点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が立地

【方針】液状化リスクの周知

＜高津区＞

延焼

液状化

建物被害

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが広く点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が多く立地

【方針】液状化リスクの周知

＜川崎区＞

延焼

液状化

建物被害

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが広く点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が多く立地

【方針】液状化リスクの周知

＜中原区＞

延焼

液状化

建物被害

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが広く点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が多く立地

【方針】液状化リスクの周知

＜幸区＞

延焼

液状化

建物被害

【課題】半壊以上の建物被害が100棟以上見込まれているエリアが点在

【方針】意識啓発や所有者等による耐震化の取組支援

【課題】1,000棟以上の延焼クラスターが点在

【方針】火災延焼リスクに応じた対策の実施

【課題】危険度の高いエリアに建物が立地

【方針】液状化リスクの周知

＜宮前区＞

建物被害

延焼

液状化
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３．都市機能誘導区域及び誘導施設の設定川崎市立地適正化計画【概要版】

復興の事前準備として行っている

基礎データ事前整理・分析につい

ては、最も甚大な被害の発生が広

範囲で想定されている川崎市直下

の地震を対象として、被害特性を

基に市域を7種類に類型化し、市

街地特性を加味した上で、ケース

別に都市復興対策の方向性を検討

しています。

図6：被害特性の類型化と都市復興対策の方向性（本編P128～130）

市街地特性
被 害

一般
市街地

拠点地域
(拠点駅周辺)

火災延焼 ＋ 建物倒壊 Ａ Ｂ

建物倒壊 Ｃ Ｄ

宅 盤
造成地崩壊 Ｅ

液状化 Ｆ

津 波 Ｇ
 凡例 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 

ＥＦ 

ＦＧ 

拠点駅 

※拠点地域は、拠点駅から半径500ｍの範囲内を対象とし、
一般市街地は拠点地域以外の地域を対象とする。

※被害の大きい地域に町丁目の一部でも該当した場合、その
町丁目全体は被害を受けると見なす。
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３．都市機能誘導区域及び誘導施設の設定

洪水浸水想定区域（計画規模）

※国土交通省が公表している区域

防災指針に定める届出（本市独自の取組）
洪水浸水想定区域（計画規模浸水深３ｍ以上）のエリアにおいては、防災指針に定める届出を求めます。

〇対象となる行為
・居住の用に供する開発行為・建築行為等（1戸以上）

〇届出の期日
・開発行為や建築行為等に関する設計に着手する前の段階で、建築物の用途・階数・間取りや宅盤の高
さ等の基本情報について届出を求めます。

〇届出に対する市としての対応
・届出に対して、「避難に関する情報の案内」や「被害の軽減を見込める建築物の助言」などを記載し
た回答書を提供します。

建物数 計画規模

͐ᵬὺοӟ ὺ 8,264 5.9%

͏ᵬὺοὺ 30,178 21.7%

͎ᵬὺοὺ 80,686 58.0%

͍ᵬὺοὺ 19,913 14.3%

ὓᵊṛ ϵзϯ
χὺ ˢ›ὓˣ

139,041 100%

【参考】浸水深と建物高さ
洪水浸水想定区域（計画規模）内の
建物階数別戸数とその割合

※洪水浸水想定区域：国土交通省が公表している区域

防災指針に定める届出の対象
となる区域

大多数が2階以上の建物であるため、2階床上相当の高さ
である3mよりも浸水深が低い場合は、大多数の人が垂直
避難が可能であることから、洪水浸水想定区域の計画規
模浸水深３ｍ以上に届出を求めることとしました。

川崎市立地適正化計画【概要版】

「洪水浸水想定区域図」（京浜河川事務所）をもとに川崎市作成
（https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index070.html）

・防災指針に定める届出の対象となる洪水浸水想定区域（計画規模浸水深３ｍ以上）の面積は約70haとなっており、市域面積の約0.48％を占めています。
・また、令和2(2020)年時点では市民の約0.46％（6,190人）が届出の対象の区域内に居住しています。

図7：防災指針に定める届出（新規施策）の対象区域（本編P149、P157）
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